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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本電線工業会（JCMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業

規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業

規格である。これによって，JIS C 3606:2003 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，令和 5 年 8 月 21 日までの間は，産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マ

ーク表示認証において，JIS C 3606:2003 を適用してもよい。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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高圧架橋ポリエチレンケーブル 

High-voltage cross-linked polyethylene insulated cables 

 
序文 

この規格は，2014 年に第 3 版として発行された IEC 60502-2 を基とし，我が国の配電事情を考慮し，技

術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格は，国際規格と相違する項目が大部分に及ぶため，その変更箇所を表す側線又は点線の

下線を施していないが，技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，6 600 V 以下の電力用の回路に使用する電力ケーブルで，導体を架橋ポリエチレンで絶縁

し，塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンド（以下，ビニルという。），ポリエチレン又はポリエチレン

樹脂を主体とした耐燃性コンパウンド（以下，耐燃性ポリエチレンという。）でシースを施した架橋ポリ

エチレンケーブル（以下，ケーブルという。）について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60502-2:2014，Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 

kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)－Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 

kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こ

とを示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 3005 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法 

JIS C 3102 電気用軟銅線 

JIS C 3612 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 

JIS C 3666-2 電気ケーブルの燃焼時発生ガス測定試験方法－第 2 部：電気ケーブル材料の燃焼時に

おける pH 及び導電率による発生ガスの酸性度測定 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 


